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日
本
の
「
著
作
物
再
販
制
度
」
と
「
再
販
年
表
」

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
生
殖
補
助
医
療
に
よ
る
親
子
関
係
…
…

独
占
禁
止
法
に
お
け
る
行
為
規
制
と
構
造
規
制
・
・

業
務
提
携
に
基
づ
く
共
同
出
資
会
社
と
独
占
禁
止
法
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独
占
禁
止
法
に
基
づ
く
差
止
請
求
に
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す
る
実
証
的
一
考
察
・
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償
援
助
（
円
借
款
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の
有
効
性
・

通
信
主
権
の
確
保
と
外
資
規
制
：

セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
政
治
的
機
能
と
そ
の
後
退
…

　
I
W
T
O
設
立
後
の
状
況
を
め
ぐ
っ
て
ー

こ
れ
か
ら
の
消
費
者
行
政
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
法
的
分
析
・
…

医
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提
供
体
制
の
改
革
と
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B
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の
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入
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…

E
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ホ
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入
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限
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保
護
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ン
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権
譲
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…
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ホ
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事
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…
・
…
…
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文
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軍
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定
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続
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…
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果
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収
取
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メ
デ
ィ
ア
・
イ
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デ
ィ
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］
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台
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収
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・
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な
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福
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史
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説
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ザ
ン
の
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論
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ル
…
…
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シ
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レ
ヴ
ィ
ナ
ス
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倫
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に
お
け
る
身
体
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主
体

　
1
そ
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予
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的
考
察
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ホ
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ブ
ズ
の
情
念
論
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そ
の
政
治
的
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最
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中
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民
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究
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日
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人
労
働
者
の
就
労
に
関
す
る
契
約
法
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諸
問
題
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＋
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三
四
三
冠
木
敦
子
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＋
二
三
室

　
　
　
　
資
　
　
料

法
務
省
（
民
事
局
参
事
官
室
）
の
破
産
法
改
正
試
案
に
つ
い
て
の
意
見
書
（
一
）

法
務
省
（
民
事
局
参
事
官
室
）
の
破
産
法
改
正
試
案
に
つ
い
て
の
意
見
書
（
二
・
完
）

精
神
医
学
的
強
制
保
護
に
関
す
る
法
律
（
仮
訳
）

M
O
X
工
場
事
件
暫
定
措
置
命
令
と
ヴ
ォ
ル
ガ
号
事
件
船
舶
釈
放
判
決
：

ド
イ
ツ
刑
法
学
者
（
新
人
リ
ス
ト
）

　
ー
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
現
状
（
追
完
皿
）
ー

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
「
法
精
神
医
学
的
保
護
に
関
す
る
法
律
」
及
び
「
法
精
神
医
学
的
調
査
に
関
す
る
法
律
」
（
仮
訳
）

川
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訴
訟
物
理
論
の
黎
明
期
か
ら

二
〇
〇
二
年
の
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
の
改
正

雑
誌
　
ド
イ
ツ
刑
法
（
一
九
三
四
1
↓
九
四
四
年
）

〔
商
法
〕

四
二
九

四
三
〇

四
三

四
三
二

四
三
三

四
三
四

四
一
二
五

判
例
研
究

豪
雨
に
よ
る
丘
陵
崩
落
事
故
に
よ
り
旅
館
の
駐
車
場
に
駐
車
さ
れ
て
い
た
宿
泊
客
の
自
動

車
が
土
砂
を
被
っ
て
損
害
を
受
け
た
場
合
に
つ
き
、
商
法
五
九
四
条
に
基
づ
く
旅
館
経
営

者
の
責
任
が
認
め
ら
れ
た
事
例

全
車
両
一
括
付
保
特
約
の
法
的
性
質

青
色
発
光
ダ
イ
オ
ー
ド
に
関
す
る
職
務
発
明
に
つ
い
て
の
特
許
を
受
け
る
権
利
が
会
社
に

承
継
さ
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
事
例

手
形
の
有
償
取
得
が
証
明
さ
れ
な
い
場
合
と
善
意
取
得
の
成
否
（
消
極
）

招
集
通
知
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
目
的
事
項
を
決
議
し
た
取
締
役
会
決
議
の
効
力
と
株
主

総
会
に
お
け
る
拍
手
に
よ
る
採
決
方
法
の
適
否

代
表
取
締
役
の
業
務
執
行
行
為
が
法
令
に
違
反
す
る
場
合
に
お
い
て
当
該
代
表
取
締
役
ら

の
損
害
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
事
例

譲
渡
制
限
株
式
の
先
買
権
者
指
定
後
に
お
け
る
先
買
権
者
指
定
請
求
撤
回
の
可
否

＋
　
一
一
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四
三
六

四
三
七

四
三
八

営
業
譲
受
人
が
、
譲
渡
人
と
連
名
で
「
譲
受
人
が
債
務
を
引
き
受
け
る
」
旨
の
通
知
を
協

力
的
な
債
権
者
に
個
別
的
に
配
付
し
て
も
、
商
法
二
八
条
に
い
う
債
務
引
受
の
広
告
を
し

た
こ
と
に
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例

事
故
発
生
ま
で
の
約
三
か
月
間
通
勤
用
に
借
用
さ
れ
て
い
た
加
害
車
両
が
、
自
動
車
総
合

保
険
契
約
の
他
車
運
転
危
険
担
保
特
約
条
項
二
条
た
だ
し
書
き
に
い
う
「
常
時
使
用
す
る

自
動
車
」
に
該
当
す
る
と
し
て
、
同
特
約
に
基
づ
く
保
険
金
請
求
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た

事
例
株
式
会
社
の
取
締
役
で
も
使
用
人
で
も
な
い
外
部
の
者
が
同
社
の
許
諾
の
も
と
専
務
取
締

役
と
い
う
名
称
を
使
用
し
て
雇
用
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
お
け
る
商
法
二
六
二
条
の
類

推
適
用
の
可
否
と
同
法
壬
二
条
の
責
任

九
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三
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祥
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4950

破
産
手
続
に
お
い
て
、
別
除
権
で
あ
る
根
抵
当
権
に
担
保
さ
れ
た
破
産
債
権
が
存
在
す
る
場
合

に
、
破
産
管
財
人
が
、
根
抵
当
権
の
目
的
不
動
産
を
根
抵
当
権
に
付
け
た
ま
ま
第
三
者
に
譲
渡

し
て
も
、
当
該
破
産
債
権
は
、
そ
の
行
使
に
つ
い
て
別
除
権
付
破
産
債
権
と
し
て
不
足
額
責
任

主
義
に
よ
る
制
約
を
受
け
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
と
さ
れ
た
事
例

大
阪
地
裁
平
成
二
二
年
三
月
二
一
日
決
定
（
大
阪
地
裁
平
一
〇
（
フ
）
一
一
一
九
号
）
破
産
申

立
事
件
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
六
六
号
二
八
一
頁

一
　
弁
論
準
備
手
続
を
経
て
人
証
調
べ
が
終
了
し
た
後
の
新
た
な
攻
撃
防
御
方
法
の
提
出
が
時

機
に
後
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
却
下
さ
れ
た
事
例

東
京
地
裁
平
成
二
年
二
一
月
一
〇
日
判
決
（
東
京
地
裁
平
成
一
〇
（
ワ
）
五
六
四
四
号
）
損

害
賠
償
請
求
事
件
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
七
九
号
三
〇
一
頁
（
控
訴
棄
却
、
確
定
）

二
　
課
税
処
分
の
法
的
根
拠
に
関
す
る
被
告
の
主
位
的
主
張
が
時
機
に
後
れ
た
も
の
と
の
嫌
い

は
否
め
な
い
も
の
の
「
こ
れ
に
よ
り
訴
訟
の
完
結
を
遅
延
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
」
（
民
事
訴
訟

法
一
五
七
条
一
項
）
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
た
事
例

東
京
地
裁
平
成
一
三
年
二
月
九
日
判
決
（
東
京
地
裁
平
成
一
二
（
行
ウ
）
六
九
号
）
法
人
税

更
正
処
分
等
取
消
請
求
事
件
、
判
例
時
報
一
七
八
四
号
四
五
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
九
二
号

八
六
頁
、
金
融
・
商
事
判
例
一
一
三
三
号
三
五
頁
（
控
訴
）

一
一
三
三
三
上
威
彦

三
三
一
一
芳
賀
雅
顯
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〔
民
集
未
登
載
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
〕

　
　
　
宗
教
法
人
の
所
有
す
る
建
物
の
明
渡
し
を
求
め
る
訴
え
が
法
律
上
の
争
訟
に
当
た
ら
な
い
と
さ

　
　
　
れ
た
事
例

　
　
　
①
平
成
一
四
年
二
月
二
二
日
最
高
裁
第
二
小
法
廷
判
決
、
建
物
明
渡
請
求
事
件
、
判
例
時
報

　
8
　
　
　
一
七
九
九
号
二
二
頁

　
　
　
②
平
成
一
四
年
一
月
二
九
日
最
高
裁
第
三
小
法
廷
判
決
、
建
物
明
渡
請
求
事
件
、
判
例
時
報

　
　
　
一
七
九
九
号
二
二
頁

四
　
七
七

：
民
事
訴
訟
法
研
究
会

河
　
村
　
好
　
彦

紹
介
と
批
評

稲
岡
彰
著
『
怨
霊
史
跡
考
』

二
丙
三
加
藤
順
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井
上
一
明
著
『
ジ
ン
バ
ブ
ウ
ェ
の
政
治
力
学
』
・

宮
澤
秀
爾
著
『
ロ
シ
ア
の
市
場
化
と
官
僚
的
民
主
主
義
』
：

青
山
善
充
・
小
島
武
司
・
坂
原
正
夫
・
栂
善
夫
・
松
本
博
之
・
三
木
浩
一
・
渡
辺
捏
之
編

　
『
石
川
明
先
生
古
稀
祝
賀
・
現
代
社
会
に
お
け
る
民
事
手
続
法
の
展
開
』

『
石
川
明
先
生
古
稀
祝
賀
記
念
論
集
　
現
代
祉
会
に
お
け
る
民
事
手
続
法
の
展
開
（
上
・
下
巻
）
』

石
川
明
著
『
ド
イ
ツ
強
制
執
行
法
と
基
本
権
』
・
…
…
：

特
別
記
事

金
子
晃
教
授
略
歴
・
業
績
一
覧

井
上
一
明
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

鶴
木
眞
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

松
田
康
博
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

奥
健
太
郎
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

襲
迎
春
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

照
沼
亮
介
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

小
川
原
正
道
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

鷲
見
誠
一
教
授
略
歴
・
主
要
業
績

三六
十
一一十一七

九　四
九　九

大吉

平國

　恒

哲雄

九　一　一
九　五．　七

三松中

上村山

威和幸

彦徳二

十

二九九八八七七二一
三一一一一一一一五八二一五四三二五八七四三一一五七三三
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